


／ ／

参加可能な日・時間に○印、予定がはっきりしない場合は△印を記入

保護者名

有・無

休憩スペース ちょっとおよりて ぽぉ

令和　　　年　　　月　　　日　

舞台裏方

（希望の業務に○　　複数希望の場合は希望順位を記入）

海外劇団サポート

・　期間中、テレビ等の取材があります。必要に応じてお子様のプライバシー保護にご配慮ください。

・　例年、猛暑と慣れない業務に伴う疲労による熱中症が心配されます。
　　お子様の体力等をご考慮の上同意書への記入をお願いいします。

 いいだ人形劇フェスタへ参加するにあたり、本人の意思を尊重しスタッフ活動することに同意します

8月3日(土)

午
後

保　護　者　同　意　書

8月1日(木)

午
前

希望する日程

8月2日(金)

午
前

午
後

氏　　名

午
前

午
後

夜

住　　所

過去のスタッフ参加経験

わいわいパレード

夜

8月4日(日)

午
前

午
後

インフォメーション

夜

ID　NO. DATA入力日 配属業務 備考

いいだ人形劇フェスタ　2024　サポートスタッフ登録用紙　（兼誓約書）

郵便番号

受付番号 受付日

携帯電話番号
(可能であれば)

ふりがな

生年月日

　-　　　　　-

過去に担当した業務（複数可）

私はいいだ人形劇フェスタのサポートスタッフとして登録するに当たり、観劇者や参加劇団の皆さんが
気持ち良く人形劇を楽しんでいただけるように、知恵と、体と、心を総動員して業務にあたることを誓約します。

昭・平　　年　　月　　日

（　　　　　　歳）

自宅電話番号
(緊急時連絡先)

　　　　　　　　　　　都・道　　　　　　　　　　　　郡
　　　　　　　　　　　府・県　　　　　　　　　　　　市

部署・役職
(学年・部活)

　　　　 　-　　　  　-　　　　　　　

パーク

性　別 男　・　女　・　その他

勤務先(学校)名

　〒　　　　 　  －

メールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　＠

業務の概要と登録する際の注意事項をよく読んでご記入ください。

・　未成年(高校生以下)の方が登録される場合、保護者の同意が必要です。
　　お手数ですが保護者の方は以下に署名をお願いします。

希望する業務

業務にはこだわらない 観客受付

グッズ販売（ランチ）



午前 午後 夜 午前 午後 夜 午前 午後 夜 午前 午後 夜

人形劇人と市民、観客の憩いの場を運営

文化会館講習室での業務

ぽぉ 中学生以上 8
４人ほどのチームで市内を廻ってグリーティングを行う

2

インフォ
メーション

大人 10
ブースで来場者からの様々な問い合わせに対応

インフォメーションブースは飯田文化会館とムトスぷらざへ設置

希望日程○or△→

業務名:

地区公演  日時や人数、業務内容は各地区の公民館主事へお問い合わせください

希望業務のおぼえ書

中高生が業務に従事する時間(原則)　中学生8:30～18:00　高校生8:30～20:00

4日（日）1日（木） 2日（金） 3日（土）

スタッフ向けの食事と食事会場の運営

業務の概要

業務 募集数
(1日あたり)

舞台裏方

高校生以上
（朝7時から
業務開始の
場合あり）

半日のみの参加を希望する方はこの業務への配属が主になります

その際に走行距離１kmあたり30円の燃料代を実行委員会でお支払いします

上演機材の運搬を行う為自家用車の持ち込みをお願いする場合があります

条件・時間等 内容　（各スタッフとも全体研修の他に個別研修があります）

中学生以上
（公演時間に

合わせて
毎日変動）

60

2

本部公演（主に文化会館・ムトスぷらざ・りんご庁舎）の運営

入場待ち整理、ワッペン確認、客席案内など

公演後のロビー、公演会場、楽屋等の清掃作業

中央通りを歩くわいわいパレードで大型人形の繰演、誘導わいわい
パレード

中学生以上
または親子

20
8月3日(土)16:00～19:00

期間前にステージ資材運搬、ステージ準備などを予定

観客受付

8月3日(土)16:00～19:00

パーク
公演ごとにステージの準備や司会進行

50

セントラルパーク公演　ムトスぷらざ （丘の上結いスクエア2F）の運営

中央通りを歩くわいわいパレードの運営　大型人形の繰演、誘導

会場運営の様々な業務すべてを担います

中学生以上
（会場準備の
都合で早朝
集合の場合

あり）

本部公演のステージ設営

中学生以上

公式グッズ、参加証ワッペンを販売

海外劇団
サポート

高校生以上 若干名

グッズ販売

数か国から劇団が来飯予定、通訳は英語

10

飯田文化会館は第五会議室、ムトスぷらざは２Ｆ調理教室での業務

(ランチ兼務)

海外劇団公演の付き添い　通訳、運搬の手伝いその他

飯田文化会館及びムトスぷらざへ公式グッズ類の販売ブースを開設

身長145cm～158cm限定　誘導、旗持ち、カード配布の４名でチーム編成

休憩スペース
ちょっとおよりて 大人



 
いいだ人形劇フェスタ実行委員会 事務局 （〒395-0051 飯田市高羽町 5-5-1 飯田文化会館内） 

TEL.0265-23-3552  FAX.0265-23-3533  e-mail festa2024@iida-puppet.com 

■ 登録する際の注意事項 

 

1） 希望する日時欄には原則として【午前】・【午後】・【夜】を単位に、参加可能な日時に○、予定がはっきりしない日時

には△を記入して下さい。（何時でも良い場合は全てに○印） 

※【午前】9：00～12：00、【午後】12：00～18：00、【夜】18：00～20：00を目安としていますが、公演によって従事する

時間が前後します。 

2） △を付けた日時も登録上は参加できる人と同じ扱いで配属されます。参加出来ない事が分かった段階で下記まで

連絡を入れてください。 

3） 各業務で定員オーバーとなった場合、希望業務に就けない可能性もありますのでご了承ください。 

4） 定員オーバーとなった業務は、土曜日午後に参加可能な人が優先的に配置されます。 

5） 観客受付スタッフは午前のみ、午後のみの登録も可能です。他の業務は終日参加が原則です。 

6） 本部公演で 12:00 をまたいで従事する場合は昼食、18:00をまたいで従事する場合は夕食を提供します。 

7） フェスタ期間中はサポートスタッフの皆さんも必ず参加証ワッペンを購入し着用してください。 

8） 未成年(高校生以下)の方は、同意書に必ず保護者の署名をお願いします。 

Web申込は保護者の同意を選択し、保護者情報を入力してください。 

9） 不明点など確認のため電話する場合があります。 

10） ７月上旬から順次本人宛に参加確認書が郵送されます。 

11） 締切りを過ぎると事務処理の関係上、参加確認書が送れなくなる場合がありますので、締切６月２１日（金）
までに申し込みしてください。 

12） ７月１5 日（祝月）15:00～17:00 に実施予定の全体研修会及び、業務別研修会へ参加してください。欠席の方には

資料をお送りしますので受取可能な住所をご記入ください。また、ＰＤＦファイルをメールで送る事も可能ですので、

希望される方はメールアドレスをご記入ください。 

13） 万一事故が発生した場合、主催者は応急処置及び傷害保険に加入している範囲内で対応します。（下記「ボラン

ティア活動・傷害保険について」を参照してください。） 

14） スタッフ登録に関する個人情報はフェスタ業務以外の用途には使用しません。 
 

 

■ ボランティア活動・傷害保険について 
いいだ人形劇フェスタのスタッフ登録をされた方全員、ボランティア活動・傷害保険に加入しています。 

・ 傷害保険の対象者：いいだ人形劇フェスタのスタッフ登録者全員 
・ こんなとき保険対象になります：いいだ人形劇フェスタのボランティア活動に参加するため、所定の集合地で責任者
の管理下に入ったときから、所定の解散地で解散するまでの間に偶然な事故によって、ケガをした。 

・ お支払いする保険金は： 
  死亡・後遺障害保険金：1,000 万円   入院保険金日額：5,000 円   通院保険金日額：3,000円 
 ①死亡保険金：ケガのため事故の日からその日を含めて１８０日以内にそのケガがもとで死亡された場合、死亡・後遺 
  障害保険金額の全額をお支払いします。 
②後遺障害保険金：ケガのため事故の日からその日を含めて１８０日以内にそのケガがもとで、身体の一部を失い、 
またはその機能に重大な障害を残した場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の３～１００％をお支払いし 
ます。 
③入院保険金：事故の日からその日を含めて１８０日以内のそのケガによる入院の日数に対して、１日 5,000円の入院 
 保険金をお支払いします。 
④手術保険金：入院保険金が支払われる場合で、そのケガのために所定の手術を受けたとき、入院保険金日額に、 
手術の種類に応じて定めた倍率（１０倍、２０倍、４０倍）を乗じた金額をお支払いします。 

⑤通院保険金：事故の日からその日を含めて１８０日以内の、そのケガによる通院の日数に対し、９０日を限度として 
１日 3,000円の通院保険金をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に治ったとき以降
の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 

これらの保険金は、労災保険、健康保険、加害者からの賠償の有無に関係なくお支払いします。 
上記①②の保険金は、合計して、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。 

 
・ 次のような場合は保険金をお支払いできません。 
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意によるケガ。 
②けんかや自殺・犯罪行為によるケガ。 
③地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によるケガ。 
④頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚症状のないもの。 
⑤熱中症などケガではなく一般に病気と呼ばれるもの、など。 

 
■ 問い合わせ・送り先はこちら ↓ 


